
一

（
地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
九
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
に
つ
い
て
、
地
域
再
生
推
進
法
人
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
（
以
下
「
事
業
計
画
」

と
い
う
。
）
の
作
成
又
は
変
更
の
提
案
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
事
業
計
画
の
記
載
事
項
の
見
直
し
及
び
こ
れ
に
伴
う
建
築
基
準
法
等
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
の
特
例
の
拡
充

１

住
居
専
用
地
域
建
築
物
整
備
促
進
事
業
に
係
る
建
築
物
に
つ
い
て
講
ず
る
住
居
専
用
地
域
の
指
定
の
目
的
に
適
合
さ
せ

る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
事
業
計
画
が
作
成
、
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
用
途
地
域
等
の
変
更

に
係
る
規
定
を
適
用
し
な
い
。

２

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
内
の
住
民
の
日
常
生
活
に
必
要
な
施
設
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
整
備
が
必
要
と
さ
れ
る

特
定
区
域
に
お
い
て
、
住
宅
の
用
途
変
更
を
促
進
す
る
特
定
区
域
住
宅
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
に
関
す
る

事
項
が
記
載
さ
れ
た
事
業
計
画
が
作
成
、
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
容
積
率
に
関
す
る
規
定
の
特
例
を
適
用
す
る
。

３

特
定
区
域
内
の
学
校
の
用
途
変
更
に
係
る
特
定
区
域
学
校
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
に
関
す
る
事
項
が
記



二

載
さ
れ
た
事
業
計
画
が
作
成
、
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
建
築
物
の
高
さ
の
限
度
に
関
す
る
規
定
の
特
例
を
適
用
す
る
。

４

特
定
区
域
内
の
都
市
公
園
に
お
け
る
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
つ
い
て
、
特
定

区
域
都
市
公
園
活
用
生
活
利
便
確
保
事
業
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
事
業
計
画
が
作
成
、
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
公

園
管
理
者
は
、
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
場
合
、
当
該
事
項
に
係
る
都
市
公
園
の
占
用
の
許
可
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

５

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
認
定
市
町
村
又
は
地
域
再
生
推
進
法
人
が
行
う
住
民
の
日
常
生
活
に
必
要
な
交
通

手
段
の
確
保
を
図
る
た
め
の
住
宅
団
地
再
生
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
事
業
計
画
が
作
成
、

公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
実
施
主
体
は
、
道
路
運
送
法
の
登
録
、
届
出
等
を
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

三
、
認
定
地
方
公
共
団
体
が
、
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
の
う
ち
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
を
充

て
て
行
う
も
の
に
係
る
公
の
施
設
の
整
備
に
関
す
る
助
成
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
、
地
方
債
の
起
債
を
可
能
と
す
る
。

四
、
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
特
定
業
務
施
設
の
整
備
と
併
せ
て
行
う
、
当
該
特
定
業
務

施
設
の
従
業
員
の
児
童
に
係
る
児
童
福
祉
施
設
等
を
整
備
す
る
事
業
を
含
め
る
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。


